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平成３０年度鶴岡市一般廃棄物処理実施計画 
 

第１ 総  則                            
 

１． 鶴岡市一般廃棄物処理基本計画に掲げる基本理念の実現を目指して、排出抑制（リ

デュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）のいわゆる３Ｒの考え方

に基づくごみ減量資源化対策を推進します。 

 

２． 計画期間  平成３０年 ４月 １日から平成３１年 ３月３１日まで 

 

３． 計画の区域は、鶴岡市全域とする。  
 

鶴岡市行政区域 １，３１１．５３ ｋ㎡  

人口  １２７，４１２人   

   ※人口は、基本計画「将来推計」より 

 

４． 平成３０年度 実施計画におけるごみ減量等目標数値を次の通り設定する。 
 
     

 

     

 

 

 

 

【一般廃棄物処理基本計画におけるごみ減量目標とリサイクル目標】 
 

 

 
平成 28年度
（実績） 

平成 29年度 
（目標） 

平成 30年度 
（目標） 

排
出
量 

家庭系ごみ    ｔ/年 29,770 30,565 30,018 

  

  

  

可燃物 ｔ/年 26,805 27,372 26,875 

不燃物 ｔ/年 2,891 3,112 3,061 

粗大ごみ ｔ/年 74 81 82 

事業系ごみ ｔ/年 12,492 12,494 12,468 

家庭系ごみ+事業系ごみ ｔ/年 42,262 43,059 42,486 

集団回収等  ｔ/年 3,725 4,771 4,894 

家庭系ごみ排出原単位 ｇ/人日 629 645 642 

リサイクル率  ％ 12.6 14.3 14.8 

 

５． この計画の実施細目は、市民部長が定める。 

家庭系ごみ排出原単位 ６４２ｇ/人・日  

ごみ排出総量 ４２，４８６ｔ/年 

リサイクル率 １４．８％   
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第２ 一般廃棄物の発生量（平成３０年度実施計画値） 
 

 

 

一般廃棄物の発生量 
 

一般廃棄物の種類 発 生 量 合      計 

もやすごみ 39,343ｔ／年 

 

42,404t／年 

プラスチック製容器包装類 

（ペットボトルを含む） 
908ｔ／年 

び ん・缶 1,324ｔ／年 

金属・その他 780ｔ／年 

蛍光管・乾電池 49ｔ／年 

粗大ごみ 82ｔ／年 82ｔ／年 

し    尿 3,084kℓ ／年 

23,802kℓ ／年 

浄化槽汚泥 20,718kℓ ／年 
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第３ 一般廃棄物の処理主体及び処理方法 (分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分) 

 
1． 一般家庭から排出される一般廃棄物 

                             

 

廃棄物の種類 収集・運搬 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

もやすごみ 
鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 焼 却 鶴 岡 市 埋 立 

プラスチック製 

容器包装類 

鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 圧縮梱包 

再資源化 

業  者 
資源化 

ペットボトル 
鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 圧縮梱包 

再資源化 

業  者 
資源化 

び ん 
鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 カレット化 

再資源化 

業  者 
資源化 

缶 
鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 プレス 

再資源化 

業  者 
資源化 

金属・その他 
鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 破砕・分別 

鶴 岡 市 
再資源化業者 

残渣埋立 

資源化 

 

蛍光管・乾電池 

鶴 岡 市 

（委託） 
鶴 岡 市 破砕・分別 

再資源化 

業  者 
資源化 

し   尿 許可業者 鶴 岡 市 
1 次･2 次処理標 

準脱窒素方式 
鶴 岡 市 

残渣焼却 

（埋立） 

浄化槽汚泥 許可業者 鶴 岡 市 
1 次･2 次処理標 

準脱窒素方式 
鶴 岡 市 

残渣焼却 

（埋立） 
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   （具体的な取り組み） 

 
① 家庭から排出されるごみは、分別を徹底し、減量に努めるものとする。 

 

② 家庭から排出されるごみは、大気環境保全に配慮し、政令で定めるもの以外は、自

己焼却処理行為を行なわないものとする。 

 

③ 家庭から排出されるごみは、指定袋による５分別収集とし、決められた日時及び場

所（ステーション）に出す定点収集方式を徹底する。 

 

④ 多量に発生したごみは、排出者自ら処理施設へ搬入するか、若しくは市が許可した

一般廃棄物処理業者に処理を委託する。 

 

⑤ 粗大ごみは、鶴岡市リサイクルプラザに自己搬入するか、市が許可した一般廃棄物

処理業者に処理等を委託する。 

 

⑥ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に係る対象品については、法に基

づき、販売店・指定引取場所（業者）及び市が許可した対象家電品収集運搬業者に

処理を委託するものとする。 

 

⑦ 使用済小型電子機器等の再資源化促進法（小型家電リサイクル法）に係る高品位の

対象品目については、市のイベントを利用した回収を計画するものとする。 

パソコンについては、鶴岡市リサイクルプラザにて通年回収するものとする。 

 

⑧ 再生資源化物（古紙、なかでも特に雑がみ・びん類・鉄くず類）は、集団資源回収

運動や拠点回収による資源化を原則とする。 

 

⑨ 生し尿は処理施設で適正な処理を行い、農村還元は行わないものとする。 

 

⑩ 在宅医療廃棄物は、医療機関や薬局などへの返却を基本とするが、危険性や感染性

のないもので、やむを得ない場合は、もやすごみとして処理するものとする。 

 

⑪ 近年全国的な課題となっている、食品ロスの削減のため、啓発活動を推進する。 
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２． 事業活動に伴って排出される一般廃棄物  
 

 

廃棄物の種類 収集・運搬 

中間処理 最終処分 

処 理 主 体 処理方法 処 理 主 体 処理方法 

もやすごみ 
排 出 者 

許可業者 

鶴 岡 市 

許可業者 
焼 却 鶴 岡 市 埋 立 

資源物 

（古紙等） 
排出者等 資源回収業者 資源化等 再資源化業者 資源化 

し      尿 許可業者 鶴 岡 市 

1 次･2 次 

処理標準 

脱窒素 

方式 

鶴 岡 市 
残渣焼却 

（埋立） 

浄化槽汚泥 許可業者 鶴 岡 市 

1 次･2 次 

処理標準 

脱窒素 

方式 

鶴 岡 市 
残渣焼却 

（埋立） 

 

   （具体的な取り組み） 
 

 

① 事業活動に伴って排出されるごみは、排出者自らの責任において適正に処理する

ものとする。 

 

② 事業活動に伴って排出されるごみの自己焼却処理行為を行う場合は、関係法令を

遵守するものとする。 

 

③ 主に事業活動によって生じる一般廃棄物の処理業は、廃棄物処理法に則り市の許

可により実施され、その許可業者は充足されている。しかし資源循環型社会構築

のため一般廃棄物の資源化を積極的に推進するものについては、許可業者の拡大

を図ることができるものとする。 
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○平成 28 年 4 月策定の鶴岡市一般廃棄物処理基本計画において、処理計画の推進及び

実施のために必要な事項を定める。 
 

 

（計画期間：平成 23 年度～27 年度）を策定する。 

第４ 一般廃棄物の処理計画                      

 

 １．ごみ処理実施計画 

 
 

 

 

 
 

（１） 一般廃棄物の排出抑制及びリサイクルの推進方法 

 

① 排出抑制の方法 
 

広
報
・
啓
発
活
動 

課題・目的 具体的な取組内容 

媒体等を使った 

きめ細やかな 

情報発信・提供 

・市広報やエコ通信のほか、市ホームページ、インターネット

やマスコミ等、様々なメディアによる情報発信を積極的に行

う。 

組織活動 
・鶴岡市廃棄物減量等推進員研修会や市職員との連絡・相談な

どを通じて、推進員の意識を高め地域活動推進を図る。 

草の根の 

推進活動 

・各種団体等の分別説明会などを通じて、ごみ減量による環境

にやさしい消費者運動を推進する。 

・詰め替え商品やリサイクル商品の使用を促進するとともに、

グリーン購入の普及、拡大に努める。 

・「もったいない」を合言葉に、地域全体で食品ロス削減の意

識付けをしていく。 

催事等での 

取り組み 

・３Ｒへの関心と意識を高めるため、不用品の活用によるリユ

ース、リサイクルの方法等についての周知を図る。 

・地域イベント等でのごみ減量・３Ｒ推進事業に協力・参加す

る。 

・イベント等の際は、積極的に廃棄物の減量、環境負荷の低減

に配慮した取り組みに努めるよう要請していく。 

学童期からの 

環境教育 

・ごみ、環境問題への対応は、社会的なモラルやマナーの下に

行われるものであり、学童期における意識付けが肝要であ

る。小学校単位での焼却施設やリサイクルプラザ見学等の校

外学習はもちろんのこと、様々な機会を捉えて子どもたちへ

の啓蒙、啓発、特にリデュース(発生抑制)の啓発に力を入れ

ていく。 
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家
庭
系
ご
み
対
策 

課題・目的 具体的な取組内容 

ごみの 

発生抑制 

・環境フェアにおけるフリーマーケットの取り組みなどを通し

て、ごみを出さない、不用なものを購入しないという気運を醸

成していく。 

生ごみ類の 

排出量抑制 

・食品ロス削減のため、食材の使い切り、食べ切りを呼びかける。 

・生ごみの水切り徹底、特に夏の期間には極力水分を減らして排

出することを呼びかける。 

生ごみ以外の 

排出削減 

・集団資源回収等を推進し、実施団体・実施回数の拡充を図る。

特に雑がみ回収の拡大を周知し推進する。 

・買い物袋を持参し、努めてレジ袋をもらわないようにする。 

・小型家電の無料回収を随時実施していく。 

分別指導の 

推進 

・町内会、自治会等の協力を得て、ごみステーションでの早朝立

哨指導や町内会単位等での分別説明会をより多く実施し、ごみ

の分け方・出し方の理解と分別徹底を推進していく。 

高齢化等 

への対応 

・ひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者のみ世帯等のいわゆる生活

弱者のごみの適正排出については、地域福祉のネットワーク等

の自主的活動と歩調を合わせながら対応していく。 

 

事
業
系
ご
み
対
策 

課題・目的 具体的な取組内容 

分別指導の 

推進 

・事業活動に伴って排出されるごみについて、分別の徹底、減量

化・資源化を推進するための指導を強化する。 

・許可業者等に対し、事業所より発生する廃棄物の排出抑制や資

源化に関する指導、啓発を実施する。 

多量排出の 

抑制 

・鶴岡市事業系一般廃棄物減量推進指示要綱に基づく排出量の実

態把握に努め、一定量を超える事業者に対しては同要綱に基づ

いた手順により廃棄物減量と発生抑制の啓発及び指導を実施

する。 

社会的責任 

としての 

環境保全意識

の高揚 

・食品リサイクル法に基づく、食品関連事業者等から排出される

食品廃棄物の発生抑制と減量化の積極的な実施を促す。 

・ごみの減量化や再資源化等を積極的に実施している｢環境にや

さしい店｣と連携し、広く市民にごみ減量を周知することで環

境保全に関する意識の高揚を図る。 

発生抑制の 

推進 

・広く市民に浸透しているレジ袋無料配布取止めと、商品の簡易

包装の実施を事業者の理解を得ながら更に推し進める。 

・30・10（さんまるいちまる）運動の呼びかけをしながら、食品

ロスの削減を進める。 

・鶴岡市が所有・管理する施設(庁舎、公民館、学校等)から排出

されるごみの減量化を図る。 
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リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
機
能
の
活
用
対
策 

課題・目的 具体的な取組内容 

施設の実態に即

した情報発信 

・鶴岡市の資源循環型社会の構築をより積極的に推進し、市

民や団体等の啓発・啓蒙を充実させるため、指定管理者に

リサイクルプラザの管理運営を委託する。 

ごみ減量と資源

の有効利用 

・古本銀行や、再生工作室等を利活用した体験型学習・各種

リサイクル教室を開催していく。 

・粗大ごみのうち、再生可能なものは極力再生し、再生品の

展示紹介や市民等に対し提供していく。 

ごみ分別、資源化

への理解 

・休日の各種イベント等を含めた施設見学会を開催する。 

・鶴岡工業高等専門学校、東北公益文科大学、山形大学農学

部など教育機関との連携事業によるリサイクル教室や研

修会を計画していく。 
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② 資源化の方法及び量 

Ａ 資源化の方法 
 

 廃棄物の資源化を促進するため、家庭系ごみについては、「プラスチック製容器包装類」

｢びん・缶｣｢金属・その他｣｢ペットボトル｣の指定袋での排出を徹底するとともに、鶴岡市

リサイクルプラザにおいて、容器包装リサイクル法に添って指定法人等に引き渡す。また、

鉄類についても回収し、資源化するものとする。 

なお、事業系ごみについても、許可業者に対し分別収集の徹底と資源化の促進を指導す

る。 

ａ 家庭系ごみ対策 
 

 家庭から排出されるもやすごみの中には未だに多くの紙ごみがまざっている。これ

らの資源化を促進し集団資源回収量を増やすため、市民への啓発活動に努める。 

  
 

ｂ 事業系ごみ対策 
 

事業所内の古紙回収を推進するため、工業団地、オフィス等の組織ぐるみによる資

源回収を推進する。 
 

Ｂ 資源化の量（平成３０年度実施計画値） 

ａ ごみ排出前の資源化量 

 
 

項   目 資源化量（年間） 備    考 

資 源 回 収 4,894t 
古紙(雑がみ)、 

金属、ビン類等 

 

ｂ ごみ排出後の資源化量  
 

 項    目   資源化量（年間）     備    考 

 鉄／アルミ 581t  

 カ レ ッ ト 556t  

 ペットボトル 222t  

プラスチック

製容器包装類 
478t  

蛍光管/乾電池 49t  

そ の 他 129t  
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③ 収集・運搬計画 

 

Ａ 収集区域の範囲 
 

      鶴岡市全域 
 

Ｂ 収集・運搬する一般廃棄物の量及び収集方法 
（平成３０年度実施計画値）     

区分 
廃 棄 物 

の 種 類 

廃 棄 物 

の量(年間) 

収 集 

回 数 

収    集 

方    式 
備 考 

家
庭
系
ご
み 

もやすごみ 26,875t 週２回 ステーション方式  

プラスチック製 

容器包装類 

（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ含む） 

908t 週１回 同   上  

びん・缶 1,324t 隔  週 

(交互に

回収) 

同   上 

 

金属・その他 780t  

蛍光管・乾電池 49t 月１回 同   上  

粗大ごみ 82t  随 時 自己搬入  

計 30,018t  

事
業
系
ご
み 

もやすごみ 12,468t 随 時 
許可業者による 

収集又は自己搬入 
 

合  計 42,486  
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④中間処理計画 

 

Ａ 一般廃棄物の搬入者別処理内訳量 

                     （平成３０年度実施計画値） 

 家庭系ごみ 

区 分 
廃 棄 物 

の 種 類 

処  理  量  （年間） 

鶴岡市焼却処理施設等 リサイクルプラザ等 

鶴 岡 市 
(収集委託) 

もやすごみ 26,875t  

もやさないごみ  3,061t 

排 出 者 
(自己搬入含む) 

粗  大  ご  み  82t 

 

 事業系ごみ 

区 分 
廃 棄 物 

の 種 類 

処  理  量  （年間）  

鶴岡市焼却処理施設 

許可業者 もやすごみ  10,261t 

排 出 者 
(自己搬入) 

もやすごみ   2,207t 

 

 

Ｂ 中間処理施設の概要 
 

ａ 可燃ごみ処理施設 
 

施 設 名 鶴岡市焼却処理施設 

所 在 地 鶴岡市宝田三丁目１３番６号 

公称能力 165/24h(82.5t/24h×2炉) 

処理方式 機械炉 
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ｂ 不燃ごみ処理施設 
 

施 設 名 鶴岡市リサイクルプラザ 

所 在 地 鶴岡市水沢字水京６８番地の１ 

処理能力 
・びん缶 15ｔ／日・金属その他 10ｔ／日 

・粗大ごみ 8ｔ／日 

処理方式 資源回収方式 

処理能力 ・プラスチック製容器包装 11ｔ／日・ペットボトル 2ｔ／日 

処理方式 減容圧縮梱包 

 

 

 ⑤ 最終処分計画 

 

  最終処分場の概要 

名  称   岡山一般廃棄物最終処分場 

所 在 地   鶴岡市岡山字大谷地１６番地 

埋立面積 ２３，４００㎡ 

計画埋立容量 ２２５，０００㎥ 

平成２９年度末 

残余容量見込 
１９，５２２㎥ 

平成３０年度 

計画埋立容量 
   ８，９８１㎥ 

平成３０年度末 

残余容量見込 
１０，５４１㎥ 

埋立方法   管理型 サンドイッチ方式 
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（２）生活排水 (し尿・汚泥)処理実施計画 
 

① 収集・運搬計画 

 

Ａ 収集区域の範囲  

        鶴岡市全域  1,311.53 k㎡ 

 

 

下水道等の普及率（平成２８年３月３１日現在） 

             整備済人口(人)   件数(戸)   普及率(％) 

  ・公共下水道事業     97,706     35,439    75.6 

  ・集落排水事業      17,533      5,159    13.7 

  ・浄化槽事業        1,386       486     1.1 

 

Ｂ 収集・運搬する一般廃棄物の量、収集方法 
 

廃棄物の種類 廃棄物の量(年間) 収 集 回 数 収 集 方 法 

し   尿 ３，０８４kℓ  
土・日・祝日を 

除く毎日 

許可業者による 

各戸収集方式 

浄化槽汚泥 ２０，７１８kℓ  同   上 
許可業者による 

各戸収集方式 

 

② 中間処理計画 

 

処理施設の概要 

 

施 設 名 鶴岡市し尿処理施設 

所 在 地 鶴岡市宝田三丁目１３番６号 

処理能力 １５２kl／日（生し尿６３kl／日 浄化槽汚泥８９kl／日） 

処理方式 １次・２次処理 標準脱窒素処理方式 

放 流 水 

ＢＯＤ      １０㎎／㍑以下 

ＳＳ       １０㎎／㍑以下 

大腸菌群数 ３，０００個／㍉㍑以下 

 

③ 最終処分計画 

 

   ○ 中間処理施設から排出される汚泥を焼却する。 


